
第２号様式(第６条第１項)

有料老人ホーム　特定施設入居者生活介護
重要事項説明書
（ホームステーションらいふ羽沢横浜国大）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成日　2024年9月1日
１　事業主体概要
	事業主体名
	株式会社らいふ

	代表者名
	代表取締役社長　熊谷　敬

	所在地
	東京都品川区東品川2-2-24

	電話番号／ＦＡＸ番号
	03-5769-7268／03-5769-7269

	ホームページアドレス
	http://www.life-silver.com

	資本金(基本財産)
	1億円

	主な出資者(出捐者)と
その金額又は比率 
	綜合警備保障株式会社（100％）

	設立年月日
	1995年11月9日

	直近の事業収支決算額 
	(収益)12,972百万円　(費用)12,644百万円　(損益)328百万円

	会計監査人との契約
	無

	他の主な事業
	介護保険指定事業（訪問介護、通所介護、居宅介護支援、
特定施設入居者生活介護）、環境衛生検査分析事業


注) 収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用、
損益は経常利益とする。

２　施設概要
	施設名
	ホームステーションらいふ羽沢横浜国大

	施設の類型及び
表示事項
	類型
	介護付（一般型）

	
	居住の権利形態
	１ 利用権方式　　　２ 建物賃貸借方式
３ 終身建物賃貸借方式

	
	入居時の要件
	１ 自立　　　２ 要介護　　３ 要支援・要介護
４ 自立・要支援・要介護

	
	介護保険
	１市指定介護保険特定施設
(番号1470203314　　指定年月日：2022年 3月 1日)
介護専用型・混合型・混合型（外部サービス利用型）・地域密着型・介護予防・介護予防（外部サービス利用型）
２ 介護保険在宅サービス利用可

	
	居室区分
	全室個室

	
	介護に関わる職員体制
	2.5：1

	開設年月日
	2022年　3月　1日

	施設の管理者氏名
	増田　幹人

	所在地
	〒221-0866　横浜市神奈川区羽沢南二丁目27-5

	電話番号／ＦＡＸ番号
	TEL　045-489-4836　/　FAX　045-489-4837

	メールアドレス
	hazawa@life-silver.com

	交通の便 
	相鉄線「羽沢横浜国大駅」より徒歩5分

	ホームページアドレス
	https://www.life-silver.com/life-silver/facility/hazawayokohama/

	敷地概要 
	権利形態　所有　・　借地
(借地の場合の契約形態)　通常借地契約
(借地の場合の契約期間)　2022年3月1日～2052年2月28日
(通常借地契約における自動更新条項の有無)　　有
敷地面積　2,255.87 ㎡

	建物概要
	権利形態　所有　・　借家
(借家の場合の契約形態)　通常借家契約
(借家の場合の契約期間)　 2022年3月1日～2052年2月28日
(通常借家契約における自動更新条項の有無)　　 有
建物の構造　鉄骨造　地上3階階建(耐火)
延床面積　　2,025.07 ㎡（予定）
建築年月日　2022年1月29日建築
改築年月日　　　年　月　日改築
建築確認の用途指定　有料老人ホーム


	居室、一時介護室の概要
	居室総数　58室　  　　定員　58人(一時介護室を除く)
(内訳)

	
	
	
	居室定員
	室　数
	面　　積
	

	
	
	居室
	個　　室
	58室
	18.00～18.60㎡
	

	
	
	
	人部屋（相部屋）
	　　室
	　　　㎡～　　　㎡
	

	
	
	一時介護室
	個　　室
	　　室
	　　　㎡～　　　㎡
	

	
	
	
	人部屋（相部屋）
	　　室
	　　　㎡～　　　㎡
	

	
	
	
	人部屋（相部屋）
	　　室
	　　　㎡～　　　㎡
	

	
	

	共用施設・設備の概要
（設置箇所、面積、
設備の整備状況等）
	食堂
	設置階　　　　1階　(　 152.72㎡)

	
	浴室
	一般浴槽
	設置階　　　　1階　( 　 25.16㎡)

	
	浴室
	リフト浴
	設置階　　　　1階 (　　　同上　)

	
	
	ストレッチャー浴
	設置階　　    1階  （　　18.00㎡）

	
	脱衣室
	設置階　　　　1階　（　　19.20㎡）

	
	便所

	設置箇所 　　１階　　　　　4箇所
　　　　　　2・3階 　　　各1箇所

	
	洗面設備
	設置箇所      1箇所（　1階食堂内） 

	
	健康管理室
	設置階　　  　  1階　(　　16.20㎡)

	
	談話室
	設置階     　2、3階  (    38.40㎡)

	
	相談室
	設置階　     　 1階 （    9.89㎡）

	
	事務室
	設置階          1階  (    25.62㎡)

	
	洗濯室＆汚物処理室
	設置階　　　　　1階  (　　 9.00㎡) 　　　　　　 2、3階 （　　10.20㎡）

	
	看護・介護職員室
	設置階　　2、3階　 （　　　7.20㎡）
※1階(25.62㎡)は事務室と兼用

	
	機能訓練室
	設置階　　　　1階　 ( 　 152.72㎡)
他の共用施設と兼用　無・有（食堂）

	
	健康・生きがい施設
	設置階　　　   なし（　          ）

	
	エレベーター 
	1基　(内ストレッチャー搬入可)

	
	スプリンクラー
	設置箇所 　介護居室・共有部分
　　　　　 その他建物内全て 　　　

	
	居室のある区域の廊下幅
	両手すり設置後の有効幅員（2,100ｍｍ）

	消防用設備等
	消火器
	有

	
	自動火災報知設備
	有

	
	火災通報設備
	有

	
	スプリンクラー
	有

	
	防火管理者
	有

	
	防災計画
（水害・土砂災害を含む）
	有

	緊急通報装置等緊急連絡・安否確認
	【緊急通報装置等の種類及び設置箇所】
ナースコール設置箇所　共用の浴室、トイレ、洗面台、各居室
【安否確認の方法・頻度等】
1時間ごとにヘルパーが巡回
（夜間はヘルパー2名が2時間ごとに巡回）

	同一敷地内の併設施設
又は事業所等の概要 
	なし






３　利用料 
（１）利用料の支払い方式
	支払い方式 
	前払い方式　　・　　月払い方式　　・　　選択方式

	入院等による不在時に
おける利用料金（月払い）
の取り扱い
	※入院期間中、居室をそのままの状態で維持しておく場合は
キープ料をお支払下さい。
・清算方法：入院日までの日割り料金

上記料金を前払いにて支払っている月額利用料から差し引き、
残金を返金します。

	利用料金の改定
	条件
	人件費・物価の変動等に基づき運営懇談会で意見を聞いて決定

	
	手続き方法
	新たな料金に基づく契約書を作成し、お互いに取り交わす





（２）月払い方式
	費用の支払方法　　
	月額利用料その他は、毎月の請求による支払い。

	敷金
	無 ・ 有（　　　　　円、家賃相当額の　　か月分）

	月額利用料
	　208,500円／月　

	

	年齢に応じた
金額設定
	無　・　有

	
	要介護状態に
応じた金額設定
	無　・　有

	
	
	料金プラン 
	
月額利用料
（税込）
	内　　訳

	
	
	
	
	管理費
	介護
費用
	食費
	光熱
水費
	家賃
相当額
	その他

	
	
	
	208,500円／月
	36,000円
	
	66,000円
	35,000円
	71,500円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	算定根拠
	管理費
	事務・管理・生活サービス等に係る人件費、共用施設等の維持･管理、備品・消耗品費

	
	
	
	介護費用
	

	
	
	
	食費
	内訳：業務委託費、食材費、厨房部分の水光熱費、
厨房機器リース費用　
日額2,200円(内訳　朝食：708円、昼食：708円、
夕食：709円、おやつ：75円)×30日

	
	
	
	光熱水費
	当社実績値より算出
水道・電気・給湯・冷暖房等の使用料、居室にかかわる料金も含む。

	
	
	
	家賃相当額
	施設賃料に充当

	
	
	
	その他
	

	月額利用料に含まれない実費負担等
	〇別紙「介護サービスの一覧表」に記載
・おむつ代、介護用品費、特別食(通常食との差額)、行事費(材料費など)、
嗜好品購入費、理美容費、医師の往診、医療費。
・通院、入退院介助(提携医以外)660円/10分(税込）。
・定期以外の個人的な希望による施設外への買い物代行、外出介助
660円/10分(税込）。

〇別紙「料金表」に記載
退去時の居室清掃料　49,500円(税込)（原則、滞在期間１カ月以上入居の場合に、通常損耗か否かに関わらず発生します。）
　室内清掃、滅菌消毒、壁拭き上げ、換気扇のクリーニング、窓ガラス洗浄、エアコンの内部洗浄（室外機含む）、空間消臭除菌作業（ペポパ等）　一式。
なお、クロスの補修・張替えについては、通常の使用により生ずる損耗を除き別途実費をご請求させていただきます。

	介護保険に係る利用料
(適用を受ける場合は、市区町村から交付される「介護保険負担割合証」に記載された利用者負担の割合に応じた額)
	特定施設入居者生活介護
　
　利用料　　　 　　　　　　　　　　　　 　（１か月30日の例）
	区　分
	月　　額
	利用者負担額（1割/2割/3割の場合）

	要介護１
	212,416 円
	21,242円/ 42,484円/ 63,725円

	要介護２
	　236,590 円
	23,659円/ 47,318円/ 70,977円

	要介護３
	261,846 円
	26,185円/ 52,370円/ 78,554円

	要介護４
	　285,302 円
	28,531円/ 57,061円/ 85,591円

	要介護５
	　310,193 円
	31,020円/ 62,039円/ 93,058円



各種加算の状況
	身体拘束廃止取組の有無
	基準型

	退院・退所時連携加算
	有

	入居継続支援加算
	無

	生活機能向上連携加算
	無

	個別機能訓練加算 
	有(ⅠⅡ)

	夜間看護体制加算 
	有

	若年性認知症入居者受入加算
	無

	協力医療機関連携加算  
	有

	口腔衛生管理体制加算
	無

	口腔・栄養スクリーニング加算
	有

	看取り介護加算   
	有

	認知症専門ケア加算
	無

	科学的介護推進体制加算
	有

	サービス提供体制強化加算
	有
	Ⅲ

	介護職員処遇改善加算
	有
	Ⅰ

	介護職員等特定処遇改善加算
	有
	Ⅱ






（３）共通事項
	改定ルール
（勘案する要素及び改定手続等）
	人件費・物価の変動等に基づき運営懇談会で意見を聞いて決定

	前払金の返還金の保全措置
	無

	サービスの提供に伴う事故等が発生した場合の損害賠償保険等への加入
	有 (三井住友海上火災保険株式会社)

	消費税の対象外とする利用料等
	家賃相当額
なお、それ以外の費用は消費税を含んだ金額です。

	短期利用の設定（短期利用特定施設入居者生活介護の届出がある）
	無


４　サービスの内容
（１）全体の方針
	運営に関する方針
	要支援者・要介護者が共同生活することを目的とし、
入居者がその有する能力に応じ自主的に日常生活を
営めるようにすることを運営方針とする。

	サービスの提供内容に関する特色
	利用者である要支援者・要介護者の意志及び人格を尊重して、
常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
サービスの提供にあたって、利用者または他の入居者等の生命
または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、
身体拘束を行いません。

	入浴、排せつ又は食事の介護
	自ら実施

	食事の提供
	委託

	洗濯、掃除等の家事の供与
	自ら実施

	健康管理の供与
	自ら実施

	安否確認又は状況把握サービス
	自ら実施

	生活相談サービス
	自ら実施


（２）介護サービスの内容
	月額利用料（介護費用、光熱水費、家賃相当額を除く）に含まれる
サービスの内容・頻度等
	管理費
	事務・管理・生活サービス等に係る人件費、
共用施設等の維持･管理、備品・消耗品費

	
	食　費
	朝・昼・夕食・おやつ、配膳

	
	その他
	生活サービス・居室の掃除・洗濯

	(介護予防)特定施設入居者生活
介護による保険給付及び介護費用によりホームが提供する
介護サービスの内容・頻度等
	　別添１「介護サービス等の一覧表」による

	月額利用料に含まれない実費負担の必要なサービスとその利用料
	　別添１「介護サービス等の一覧表」及び
別添２－１「料金表」、

	業務を委託する委託先及び委託内容 
	給食委託　　HITOWAフードサービス株式会社
施設での食事提供全般

	苦情解決の体制（相談窓口､責任者､連絡先、第三者機関の連絡先等）
	施設及び本社
・施設内に２箇所に意見箱を設置(エレベーターホール2,3階)
・施設窓口  施設長　TEL：045-489-4836
・本社窓口　TEL：03-5769-7268
　　ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　
施設及び本社での解決が難しい場合は、次の第三者機関や
行政に相談することができます。
　・横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課
　　　TEL：045-671-4117
　・横浜市福祉調整委員会
　　　TEL：045-671-4045
　・横浜市神奈川区高齢・障害支援課
　　　TEL：045-411-7097

	事故発生時の対応
（医療機関等との連携、家族等への連絡方法・説明等）
	事故等の発生時は施設内マニュアルに沿って速やかに応急措置､
協力医療機関へ連絡し、指示を仰ぐ。若しくは１１９番通報による他の医療機関への搬入を行うとともに、施設長から家族への連絡を行います。また、事故についての記録・検証を行い、今後の防止策を講じます。

	事故発生の防止のための指針
	有

	損害賠償（対応方針及び損害保険契約の概要等）
	施設内で不慮の事故が発生した場合は、損害補償保険にて支払います。ただし、入居者に重大な過失がある場合には、賠償額を減ずることがあります。

	公益社団法人全国有料老人ホーム協会及び同協会の入居者基金制度への加入状況
	　協 会 へ の 加 入 　　無 

	
	　入居者基金への加入　　無

	利用者アンケート調査、意見箱等
利用者の意見等を把握する取組の状況
	有
	実施日
	随時

	
	
	実施内容
	意見箱の確認

	
	備考　その他、年２回の運営懇談会の際、アンケートを実施

	第三者による評価の実施状況
	有




５　介護を行う場所等
	要介護時(認知症を含む)に
介護を行う場所
	居室等
ただし、心身の状況により居室移動の場合があります。

	入
を居
住後みに
替居え室
る又
場は
合施
設

	従前の居室から別の居室へ住み替える場合
(判断基準･手続、追加費用の
要否、居室利用権の取扱い等)
	適切な介護サービス提供のため、入居者の身体状況により
居室を変更する場合があります。なお、利用権の対象居室は
当初の居室から住み替え後の居室に変更となります。
①緊急やむを得ない場合を除き、一定の観察期間を設けます。
②事業所の指定する医師の意見を聴きます。
③入居者の意見を確認し、同意を得ます。
④入居者の身元引受人等の意見を聴き、同意を得ます。
⑤変更先の場所の概要、介護の内容、費用負担等について
入居者及び身元引受人等に説明を行います。
⑥介護場所変更に伴う費用は、前居室の利用者の故意・過失
による破損等があった場合のみ、修繕費用を実費にて負担
していただきます。
その他、追加料金は発生しません。



６　医療
	協力医療機関１
（又は嘱託医）の概要
及び協力内容
	名　称
	医療法人社団元気会　元気ホームクリニック

	
	診療科目
	内科

	
	所在地
	神奈川県横浜市緑区中山1-5-12ﾜｲｽﾞｽｸｴｱ1F

	
	距離及び所要時間
	7.3ｋｍ　車で約20分

	
	協力内容
	往診・健康診断 等

	協力医療機関２
（又は嘱託医）の概要
及び協力内容
	名　称
	医療法人社団 星空 セイントクリニック横浜

	
	診療科目
	内科

	
	所在地
	横浜市旭区二俣川２丁目57-2浜ﾋﾞﾙ１階

	
	距離及び所要時間
	8.0ｋｍ　車で約15分

	
	協力内容
	往診・健康診断 等

	協力歯科医療機関
（又は嘱託医）の概要
及び協力内容
	名　称
	医療法人社団　相明会　岩本歯科

	
	所在地
	東京都町田市原町田4丁目3-14 白鳥ビル2F

	
	距離及び所要時間
	19.0ｋｍ　車で約35分

	
	協力内容
	歯科往診、口腔ケア

	入居者が医療を要する場合の対応（入居者の意思確認、医師の判断、医療機関の選定、費用負担、長期に
入院する場合の対応等）
	協力医療機関又は入居者が選択する医療機関にて治療を受けられます。
通院
・通院同行は660円（税込）／10分（協力医療機関以外）
・治療に関わる費用は入居者の負担となります。
入院
・入退院の移送、同行は660円（税込）／10分（協力医療機関以外）
・入院に係る費用は入居者の負担となります。
　※入院期間中、居室をそのままの状態で維持しておく場合はキープ料
をお支払下さい。
入院による不在時の利用料（居室損料）1日あたり個室3,584円
キープ料＝家賃相当額(71,500円)＋管理費(36,000円)÷30日
・清算方法：入院日までの日割り料金
上記料金を前払いにて支払っている月額利用料から差し引き、
残金を返金します。



７　入居状況等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2022年　3月　1日現在)
	入居者数及び定員
	　　　人（定員　58人）

	入居者の状況
	男　性
	女　性

	
	人
	人

	
	　自　立　　　　0人

	
	　要介護　　　　　人
	（内訳）　要介護１　　　　　　人
　　　　　要介護２　　　　　　人
　　　　　要介護３　　　　　　人
　　　　　要介護４　　　　　　人
　　　　　要介護５　　　　　　人

	
	　要支援　　　　人
	（内訳）　要支援１　　　　　　人
　　　　　要支援２　　　　　　人

	平均年齢
	　　　　　　歳（男性　　　歳、女性　　　　歳）

	運営懇談会の開催状況
(開催回数、設置者の役職員を除く参加者数、主な議題等)
	



８　職員体制
（１）職種別の職員数等　　　　　　　　　　　　　　　満室時予定　(2022年　3月　1日現在)
	
	　 職 員 数
	常勤換算後の
	夜間勤務職員数
(13時半～翌7時半)
（最少人数）
	備　　考
（資格・委託等）

	
	
	人数
	うち自立対応
	
	

	従業者の内訳
	管理者
	　　　1 (　-　 )
	
	
	
	生活相談員兼務

	
	生活相談員
	1 (　-　)
	
	
	
	管理者兼務
介護支援専門員兼務

	
	直接処遇職員
	27 ( 18　)
	22.4 
	
	2 
	

	
	
	介護職員
	24 ( 16   )
	19.8 
	
	2 
	

	
	
	看護職員
	　　3 (　2　)
	  2.6 
	
	
	

	
	機能訓練指導員
	　　  1 (  1  )
	
	
	
	あん摩マッサージ指圧師

	
	
	理学療法士
	　　　  (　　 )
	
	
	
	

	
	
	作業療法士
	　　　  (　　 )
	
	
	
	

	
	
	その他
	(　　) 
	
	
	
	

	
	計画作成担当者
	　　　1 (　-　 )
	
	
	
	生活相談員兼務

	
	医師
	　　　  (　　 )
	
	
	
	

	
	栄養士
	　　　 (　 　)
	
	
	
	

	
	調理員
	　　 　(　 　)
	
	
	
	

	
	事務職員
	　　　  (　　 )
	
	
	
	

	
	その他職員
	　　    (　　 )
	
	
	
	

	　　合　　　計
	　　 31( 19  ) 
	
	
	
	


注) 職員数欄の(　　)内は、非常勤職員数で内数。


（２）職員の状況　
	管理者
	他の職務との兼務
	あり

	
	兼務に係る資格等
	なし

	
	看護職員
	介護職員
	生活相談員
	機能訓練
指導員
	計画作成
担当者

	
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤

	前年度1年間の
採用者数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	前年度1年間の
退職者数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	業務に従事した経験年数に応じた職員の人数
	1年未満
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1年以上
3年未満
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3年以上
5年未満
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5年以上
10年未満
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10年以上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	従業者の健康診断の実施状況
	あり



○要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制
	
	前々年度の平均値
	前年度の平均値
	今年度の平均値

	要支援者の人数
	
	
	

	要介護者の人数
	
	
	

	指定基準上の直接処遇職員の人数 
	
	
	

	配置している直接処遇職員の人数 
	
	
	

	要支援者・要介護者の合計数人に対する配置直接処遇職員の人数の割合
	
	
	2.5：1

	常勤換算方法の考え方
	常勤職員の週勤務時間　　40時間で除して算出

	従業者の勤務体制の概要
	介護職員　早番　 　7：00　～　16：00
　　　　　日勤　 　9：00　～　18：00
　　　　　遅番　　11：00  ～　20：00
　　　　　夜勤　　16：30  ～  10：30　　　　

	
	看護職員　日勤　　 8：30  ～  17：30


注) 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とする。



○介護職員の保健福祉に係る資格取得状況　
	社会福祉士
	　　   　人 (  人）
	介護職員実務者研修修了者
	  　    人 (  人）

	介護福祉士
	人 ( 人）
	介護職員初任者研修修了者
	　　 　人（ 人）

	介護支援専門員
	人 ( 人）
	資格なし
	　　   人 (  人）


注1) 資格を複数持っている職員は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記入。
他の資格を持っている職員を（　）に外数で記入。
注２）介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入。

９　入居・退居等
	入居者の条件
（年齢、心身の状況(自立・要支援・要介護)等）
	介護保険の認定を受けている方で、要支援または要介護の方。
※感染症保持の方、奇声、暴力行為をされる方は、ご入居をお断り
する場合があります。

	身元引受人等の条件及び
義務等
	1　ご入居の際は、身元引受人を定めるものとする。
ただし、身元引受人を定めることができない相当の理由が
認められる場合は、この限りでない。また、身元引受人は、
本契約に基づく入居者の事業者に対する債務について、
連携して履行の責任を負うとともに、管理規程に定める
ところに従い、事業者と協議し必要な時は入居者の身柄を
引き取るものとする。
2　事業者は入居者の生活において必要な場合には、
身元引受人へ連絡・協議等に努めるものとする。
3　事業者は、入居者が要介護状態にある場合には、
入居者の生活及び健康状況並びにサービスの提供状況等を
定期的に身元引受人に連絡するものとする。
4　身元引受人は入居者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の
引き受け等を行うものとする。

	生活保護受給者の受入れ対応
	否

	施設又は入居者が入居契約を解除する場合の事由及び手続等 
	（事業者からの解約）
1 事業者は入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつそのことが
本契約をこれ以上将来に渡って維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります
　一　入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居
したとき
　二　月額の利用料その他の支払いを正当な理由なく3ヶ月以上滞納したとき
　三　入居契約書第20条（禁止または制限される行為）の規定に
違反したとき。
　四　入居者の行動が、他の入居者及び当施設職員の生命に危害を
及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法では
これを防止することができないとき。
　五　入居者の健康状態が悪化し施設での生活を継続することは
困難であり、医師(主治医等)が医療機関等での治療・療養が
必要であると判断したとき。また、この指示を拒否したとき
2 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は次の各号の
手続きによって行います。
　一　契約解除の通告について90日の予告期間をおく
　二　前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機会
を設ける
　三　解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には、入居者や身元引受人等その他関係者、関係機関と協議し、移転先の確保について協力する
3 1－四の事由によって契約を解除する場合には、事業者は前項に
加えて次の各号の手続きを行います。
　一　医師の意見を聴く
　二　一定の観察期間をおく

（入居者からの契約解除）
1 入居者は、事業者に対して、別途定める解約届を退居日の７日前
までに提出することにより、本契約を解除することができます。
2 入居者が、前項の解約届を提出しないで居室を退居した場合は、
事業者が入居者の退居の事実を知った日の翌日から起算して
７日目をもって本契約は解約されたものとみなします。
（返還金について）
既に払い込まれている月額利用料は、日割りの利用料を差し引き返還します。

	前年度における
退去者の状況
	退去先別の人数
	自宅等
	人

	
	
	社会福祉施設
	人

	
	
	医療機関
	人

	
	
	死亡者
	人

	
	
	その他
	人

	
	生前解約の状況
	施設側の申し出
	

	
	
	
	（解約事由の例）

	
	
	入居者側の申し出
	人

	
	
	
	（解約事由の例）
自宅に帰宅・他社会福祉施設や病院へ転居

	体験入居の期間及び
費用負担等
	1泊2日　5,500円（税込）
介護保険は適用外になります。



１０　情報開示
	入居希望者等への情報開示 
	重要事項説明書の公開
	公　開（写し交付）

	
	入居契約書の公開
	公　開（写し交付）

	
	管理規程の公開
	公　開（写し交付）

	
	財務諸表の公開
	公　開（　閲覧　）

	
	事業収支計画の公開
	公　開（　閲覧　）



添付書類：別添１「介護サービス等の一覧表」
別添２「料金表」
別添３「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針　適合表」



	　

契約の締結にあたり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書により説明を行いました。

　　　年　　　月　　　日　　　　説明者署名　　　   　　　　　　　　　　　　



契約の締結にあたり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書により説明を受けました。

　　　年　　　月　　　日　　　　署　　　名　　　　   　　　　　　　　　　　
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